
1 

 

三沢市在宅医療・介護連携推進協議会（概要） 

会議名称 平成２８年度 第２回三沢市在宅医療・介護連携推進協議会 

開催日時 平成２９年２月２３日（木）１３時００分～１５時１０分 

場  所 三沢市総合社会福祉センター 研修室４ 

出 席 者 

委員（敬称略） 

会長(議長) 亀田 邦彦 委員 野々宮 和博 

委員 小西 史人 副会長 内村 憲司 

委員 伊藤 博次 委員 市川 裕子 

委員 吉田 あや子 委員 中平 智弘 

委員 堤 洋子 委員 髙田 ひとみ 

副会長 橘 清子 委員 木村 由美 

委員 山口 文衣   

事務局 

三沢市 福祉部介護福祉課 

      課長     寺澤 寿子    課長補佐   大塚 勤光 

包括支援係長 田鎖 雅子    主事     浪岡 麻衣子 

非常勤職員  蛯名 智望 

議事案件 

１ 議事 

（１）委員からの意見・要望・具体案について 

（２）医療・介護関係者の情報共有の支援について 

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援について 

（４）医療・介護関係者の研修について 

（５）地域住民への普及啓発について 

（６）今後の協議会活動におけるワーキンググループ（部会）設置について 

２ その他 

議事概要 

１ 議事 

（１）委員からの意見・要望・具体案について 

● 事務局：（資料に基づき説明）  

≪意見なし≫ 

 

（２）医療・介護関係者の情報共有の支援について 

● 事務局：（資料に基づき説明） 

● 内村副会長：資料２-２入退院調整情報提供シートの活用について、上十三保健所管内で

進めている「医療介護連携調整実証事業」を参考資料２-１に基づき説明する。 

 この事業は、都道府県及び保健所の調整のもと、市町村とケアマネジャーと病院が協議し

ながら、地域の実情に応じて病院からケアマネへの着実な引継ぎを実現するための情報提供

手法等のルールを作成し、モデル的に運用して具体的なノウハウを蓄積することを目的とし

て実施している。県内では、昨年度に弘前保健所を第１号モデル事業とし、今年度は当上十

三保健所と五所川原保健所の２か所で実施される。 
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 はじめに、１３医療機関と居宅ケアマネとで別々に協議したうえで、代表者同士で合同に

協議し、「上十三バージョン案」を作成した。細かな修正後、今年の４月を運用開始とし、

今後モニタリングを実施して連携の継続に向けた支援を検討していく方針となっている。 

 ● 亀田会長：既存のものとあまり変わらないと思う。 

  ● 内村副会長：既存の三沢市の様式は自由記載する部分が多く、ケアマネジャーによっては

書き方に悩んでおり、今回は選択形式にするよう修正を行った。 

  ● 橘副会長：書式より伝わることが大事だと思っている。例えば、三沢市で使用してきた書

式の情報提供シートを他市町村の病院へ提出すると書式の違いから受け付けてもらえない病

院があった。書式が統一されることは良いと思う。 

  ● 小西委員：病院関係へも確認を取って実施するのか。 

  ● 亀田会長：病院組織も一緒に協議しており、公認されている。統一規格ができ、実務的に

便利になったと思う。 

 次に、「かかりつけ連携手帳」（参考資料２-２、２-３）について、実物大を回覧している

が、サイズが小さいとの意見があった。これから新しく組織を作り、新しい物を作成すると

手間がかかるので、お薬手帳をかかりつけ連携手帳にできないかと考えている。 

  ● 伊藤委員：事務局の説明によると、新しい情報だけが出てくるとういう点は、今のお薬手

帳のあり方と少し違うように思えて不安がある。 

  ● 亀田会長：例えば、かかりつけ連携手帳を既存のお薬手帳に付けてはどうか。 

現在、お薬手帳の他に、血圧手帳や介護手帳など様々な手帳があり、これを一つにまとめ

ると見づらくなるなどの弊害があるのではないかとの意見もあるが、せっかく薬剤師の委員

もいらっしゃるので、お薬手帳に貼るだけで簡単に使用できるものを作成してはどうか。 

 ただ、お薬手帳を複数枚持っている方もおり、注意が必要な点もあると思う。 

  ● 伊藤委員：薬局では１冊にするよう指導をしている。 

  ● 橘副会長：この１冊があると医療連携以外にも、救急隊や災害時にも活用できると思う。

他の自治体で、救急隊が来た時に一人暮らしの方だと連絡先や服薬情報が分かりにくいとい

う事例があり、このような手帳に情報が集約されていると、迅速に医療を受けられると思う。 

  ● 伊藤委員：八戸市では、医療介護連携手帳を単独で作成している。お薬手帳は医療のツー

ルであり、お薬手帳に情報を入れるよりは、別途新たに作成した方が良いと思う。お薬手帳

は毎月１回の来局だと１年～１年半で更新となるが、他の情報はそのような頻度で変化しな

いので、ページ数を多くするなどの工夫が必要になると思う。 

  ● 亀田会長：お薬手帳に付けるか、逆にお薬手帳を付けるか異論があると思う。なるべく省

力化するために、どこかで作られた物を参考に新しく作るか、既存の物に簡単な物を作成し

て付属させるか、どちらかにしたい。お薬手帳は、この見本より幅広で割と多くの情報が入

ると思う。 

  ● 小西委員：まったく新しい物を作るわけではないので楽だと思う。亀田会長の意見のとお

り、お薬手帳にかかりつけ連携手帳を背面へ付属させるようにし、お薬手帳の更新があれば

取り外してお薬手帳だけ交換できるような物にしてはどうか。 

  ● 亀田会長：人口４万人の三沢市で様々なものを立ち上げるとなると、マンパワーが足りな

い。少ない労力で作成するために、既存の物に付属させる、おまけの様な方法が良いと思う。

また、ＩＣＴ化を前提として作成することにより、作った物が無駄にならず、橋渡しの役割

もするこのかかりつけ連携手帳の中身は相当良いと思う。 

 この手帳にリビングウィルのような項目を増やしてはどうか。例えば、この手帳のリビン

グウィルに署名捺印したものを携帯し、倒れて運ばれてしまった時に、この手帳が見つかる

というパターンがあるかもしれない。作業部会で作成していきたい。 
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 次に、「医療と介護の連携連絡票」（参考資料２-４）について、介護側からするとこの様式

は必要となるか。ケアマネジャー又は訪問看護従事者の方と医療関係者の連絡として文書を

ＦＡＸするということだが、私の医院では、全て師長に任せ、電話１本で対応している。電

話よりこのようなＦＡＸの方が良いかどうか意見を伺いたい。 

  ● 事務局：電話より、ＦＡＸのように書面でやり取りした方が後々文書で残って良いのでは

ないかとの意見により資料を用意した。 

  ● 橘副会長：歯科医師用と薬剤師用は具体的に項目があるので良いと思う。私の事業所では

文章で記入するようになっているが、医療系のケアマネジャーでないと、自由様式は記入が

難しいようで、実際に作成した文章を確認すると、医師に伝わらないような文章となってし

まい、自由様式は難しいと思う。 

  ● 事務局：今回は書式についての意見ではなく、このような様式が必要かどうか意見をお願

いしたい。書式の内容については、作業部会で色々な意見を交えながら作っていきたいと考

えている。 

  ● 小西委員：歯科医師として、この様式はとても助かる。ある程度のイメージングやスタッ

フの配置や訪問診療の予定を立てることができる。この様式があれば、どのようにかかりつ

け医と連絡していくかを考えることができるが、この様式が無ければ、もう一度話をしなけ

ればいけなくなり、ワンステップ入ってしまう。自院に有用な書式を作成し、配布していた

が、それに近い内容になっている。 

  ● 吉田委員：病院各科の初診受付で必ず聞かれる項目をこの様式に盛り込んではどうか。事

前に大まかな内容が分かっていれば手間が省けると思う。 

  ● 亀田会長：医師が知りたい情報はだいたい決まっている。病名・年齢・性別・症状・時期・

頻度・強さが必要で、それに付随する物語は必要なく、医療側の知りたい情報と介護側の伝

えたい情報を整理し作成して頂きたい。 

  ● 小西委員：歯科医師の様式の様に、自由記載の枠を小さくし、医師が必要な項目を決め、

介護側がチェックして送り返す内容でどうか。最低限のチェックでもらった方が医師も楽に

なるのではないか。 

  ● 橘副会長：本日は三沢市立三沢病院の須田山委員がいらっしゃらないが、三沢病院へこの

様式を提出した際に、返信は誰が書くのかという部分で負担になるのではないかという点と、

ケアマネが病院へ情報提供する際に、初診のバージョンと状態変化による再診のバージョン

とは内容が違ってくると思う。 

  ● 亀田会長：非常に重要な意見ではあるが、ここで協議しても仕方のない部分もある。この

様式を作成する方向で作業部会にて協議していくこととしたい。 

 次に、ガイドラインの作成だが、人として付き合うエチケット（接遇問題）として横須賀

市では「よこすかエチケット」（参考資料２-５）を作成しているが、横須賀市のような大都

市における問題だと思う。三沢市では医療側のマンパワー不足もあり、エチケットまで配慮

が行き渡らないのは仕方のない部分もあると感じている。 

  ● 内村副会長：上十三保健所の実証事業では、「ケアマネジャーが病院へ来院する際にアポ

イントなしで来院する方がいらっしゃるので事前に連絡が欲しい」という意見があり、ルー

ルの中に盛り込むかは別として、エチケットは必要という議論があった。 

  ● 亀田会長：ケアマネジャーのエチケットに関しては、ケアマネジャー協議会の中で検討し

た方が有用だと思う。 

医師の場合は、マンパワー不足の問題があり、例えばアメリカの医療制度では、入院専門

の医師や外来専門の医師等がいるが、三沢市の医師は全て一人でこなしており、エチケット

の部分まで気が回らず、難しい問題ではある。 
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看護師の場合では、病院であれば地域連携室や病棟ナースと連携すると思う。これから作

成する医療と介護の連携連絡票を記入するのは医師ではなく看護師がメインになってくると

思う。 

● 小西委員：地域連携室は大分情報提供をしてくれる。その一方で、三沢病院内では在宅医

療のシステムの構築はできているとの意見があったが、少し温度差を感じる意見である。 

  ● 亀田会長：病院内のシステムはできているというが、マンパワーが足りていないと思う。

また、地域連携室主任の個人負担も大きいと感じるし、現在２人体制で業務されているよう

だが、もう少し増えてもいいと思う。ただ、従事する方は、業務内容的に病院の内部だけで

はなく、外部との関りも大きく経験も必要なことから、経験のない人にとっては中々難しい

とは思う。 

  ● 伊藤委員：県や医療介護連携の会議に出席すると、総婦長や須田山委員が出席されており、

そのような議論する中でもいい方向に話が進めばと思っている。 

  ● 亀田会長：エチケットも非常に重要だということが分かった。ぜひ、ケアマネ協議会など

に話を持ち帰って頂き、またこの協議会にフィードバックして頂けたらと思う。 

  ● 中平委員：来月に上十三介護支援専門員連絡協議会で精神科における病院との連携につい

て研修会が開かれる。介護従事者として当たり前だと思っていることが、実は医療従事者か

らするとタブーとされることがあり、医療側の望むエチケット等を学べる機会として当協議

会でも企画して頂ければ、いい関係ができると思う。 

  ● 事務局：エチケットという点で、今後多職種連携の研修会を年数回考えており、冊子を作

成しなくても、その研修会の一つの議題としてエチケットやルールを取り上げるという方法

でも良いと思う。 

 

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援について 

  ● 事務局：（資料に基づき説明） 

  ● 亀田会長：事務局への質問として、「在宅医療・介護連携支援センター」と「地域包括支

援センター」の立ち位置の違いについて伺いたい。業務内容としては、地域包括支援センタ

ーが兼ねている部分もあると思うが、医療面を主に支援し、介護とも協力できるセンターを

別に作るという事でよろしいか。 

  ● 事務局：参考資料３-３の２ページ目にある４局面において、地域包括支援センターでは

退院支援や日常生活療養支援といった相談ができない。地域包括支援センターには、社会福

祉士、保健師、主任ケアマネジャー、非常勤の看護師、医療介護連携推進員を配置している

が、医療面の処理は難しく、今の体制だと人員的にも無理があり、在宅医療・介護連携支援

センターは医療に特化し、専門的に支援できるよう設置したいと考えている。 

 また、センターに配置する人材として、参考資料３-１の２ページ目にあるように、看護師、

医療ソーシャルワーカーなど医療に関する知識を有し、かつ、介護支援専門員資格を持つ者

など介護に関する知識も有し、実務経験を有する人材を配置することが望ましいとされてい

るが、現実的には、在宅医療・介護連携に関する相談の受付をし、医療従事者に引き継ぐよ

うな方法が良いのではないかと考えている。 

  ● 小西委員：函館市は医師会病院内にセンターを設置しており、明確に分けられているよう

だが、柏市も函館市も大規模の都市であり、北海道で人口が増えているのは札幌市と函館市

だけで、人口４万人の当市で同じようなことができるとは限らないと思う。 

  ● 亀田会長：先日出席した学会では、褥瘡のトップとして函館の先生がご出席されており、

函館市は北日本の中でも在宅医療が抜きんでて進んでいる都市でもある。医師の草分けとし

て在宅医療を行う先生方がいて、そこに介護事業所や訪問看護事業所が乗っかって１０～２
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０年の歴史を経て拡大されていった集大成がこのセンターだと思う。人口２０～３０万人の

都市と比べて三沢市で同じものを作るのは難しいと感じる。 

センターを設置した場合、受けた相談を地域包括支援センターへ案内したり、三沢病院や

診療所へ案内したり、医療の難しい部分は三沢病院と連携したりとオブザーバーの様な業務

になると思う。ある程度機能を限定して設置するとなると、何の機能を持たせたら良いか参

考資料３-３⑸を参考に意見を伺いたい。 

  ● 橘副会長：他市町村に入院している方が新規で介護申請をし、通うことが難しい場合、三

沢市内の病院に変更したいが、自分の病気を診療できる医師（胃ろう処置があるかどうか等）

がどの病院にいるのか分からず、入院している医師に相談するが、家族で見つけるよう促さ

れて困っているという事例がある。また、三沢市に無い診療科目（神経内科等）を受診して

いる場合、フォローアップできる病院がどこにあるか分からず、どの病院でも診療できない

という訳でもないようで、ケアマネジャーとしても、どの病院が良いとは答えられない。医

療的な専門知識をもって病院の橋渡しをしてもらえるような窓口があれば良いなと思う。 

  ● 亀田会長：参考資料３-３（５）の（ア）相談支援と（ウ）資源の把握という項目に関す

る意見だった。相談を受け、把握している資源を活用し連絡を取り次ぐということが実際の

業務になってくると思う。 

また、（イ）提供体制の構築の項目については、このセンターでは無理があると思う。 

  ● 事務局：構築をセンターで行うのは難しいと思う。 

  ● 橘副会長：センターの権限の話で、例えば訪問看護の指示書を医師に依頼して断られた場

合、代わりに依頼できるような窓口にならないか。 

  ● 事務局：かなり便利になると思うが、そこまでは難しいと思う。 

  ● 亀田会長：（エ）情報共有の支援の項目について、必ずセンターでやるという必要はない

と思う。例えば、三沢病院が当事者になった場合は院内で行えば済むことなので、外部と繋

がるものとして、相談を受けて連絡をするという機能だけで十分だとは思うが、他に持たせ

たい機能などあれば意見をお願いしたい。 

  ● 吉田委員：函館市の４局面は、医療が重心となっており、この機能を全てセンターに持た

せるのは難しいと思う。緊急時や急変時に退院支援や看取りの相談となると厳しいので、大

きなとらえ方として、例えば、三沢病院にセンターを立ち上げ、介護分野の方々が行く方が

やりやすいと感じた。 

また、現在月１回の介護・福祉相談を三沢病院で開催しているが、組織を大きくすると連

携がうまくいくのではないかと思う。 

  ● 亀田会長：たしかに医療が中心となっており、これを地域包括支援センターの近くに設置

することは無理があると思う。看護師を病院という組織から切り離すと、その方の専門職と

しての力が十分発揮できないという懸念もあり、消去法になるが、場所は三沢病院に設置し、

地域包括支援センターに付随あるいは拡充したような組織を市や病院と協力し、センターを

設置するという方向でどうか。 

  ● 中平委員：介護側には地区ごとに在宅介護支援センターがあり、アウトリーチとして私達

の方から自宅に伺うなどして、相談を受けている。医療の方は、窓口が病院にしかないので、

医療に特化した介護組織があれば良いと思う。病院だと行き易く、人件費もあまりかからず

に運営できるのではないかと思う。 

  ● 事務局：来年度、人事異動が出た後に、三沢病院と協議しながら進めて行きたい。 

 

（４）医療・介護関係者の研修について 

（５）地域住民への普及啓発について 
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● 事務局：（資料に基づき一括説明） 

  ● 亀田会長：まず、⑷ 医療・介護関係者の研修について、内容は部会で協議するので、時

期について意見を伺いたい。年に２回か３回か妥当と思う方に挙手をお願する。 

（多数決により）年に３回行うこととする。 

  ● 事務局：回数決定に伴い、研修第１回目の開催時期を１１月と設定しているが、時期を早

めてもよろしいか。 

  ● 亀田会長：１回目は早めに開催しても良いと思う。テーマ・概要については３～４人の部

会で協議して頂き、この協議会で検討するという形で進めて行きたい。 

    続いて、⑸ 地域住民への普及啓発について、まず各組織で独自に行っているものがある

と思うので、整理したい。 

  ● 中平委員：三沢病院が毎月院内公開講座を開催している。 

  ● 亀田会長：在宅診療に特化したものではないが、市民向けに開催している。介護の部分で

は福祉フェア以外に何かあるか。 

  ● 橘副会長：市民向けとなると福祉フェア以外に行っていない。 

  ● 中平委員：楽晴会では毎月市民を対象に介護予防教室や講話を企画しているが、招集範囲

を狭くし、内部の私達が講師を務めて開催している。 

  ● 亀田会長：一からの立ち上げではなく、市民向け普及啓発に携わったことのある方の知恵

をお借りし、開催時期・内容を部会で協議、検討したいと考えている。 

外部から講師を迎えるには予算がかかり、従事者向けではなく、市民向けとなるとそれな

りの準備が必要となるので、開催時期も含め、まずは部会で協議して頂きたい。 

 

（６）今後の協議会活動におけるワーキンググループ（部会）設置について 

● 事務局：（資料に基づき説明） 

  ● 亀田会長：３つの部会の内訳について、過不足があれば意見をお願いしたい。 

資料６-１-⑴-④のガイドラインやマニュアルは、勇美記念財団が無料で配布しているも

のがある。在宅診療に対する研究などに助成をし、医師・看護師が作成したマニュアルがあ

り、医療者向け・患者向けや、従事者向けの勉強ツールなども全部ＰＤＦでダウンロードで

きる。全てを協議会で作ると大変なので、利用できるものは利用して、なるべく労力を使わ

ずに最大限の効果をあげられるようにしていきたい。 

    また、体制について、退院支援・調整や急変時の対応については協議会で考えなければな

らないと思う。在宅医療・介護連携センターをつくることが一番大きな課題になると思うが、

三沢病院の須田山委員には是非こちらの連携ルール作業部会に加入して頂き、介護、訪問看

護、行政の方々が協力して作り上げていくのが良いかと思う。 

● 橘副会長：在宅医療・介護連携センターのＰＲについて、相談内容や相談件数をデータ化

し、市民向けに介護予防発表会や福祉フェアで公表すると、業務内容が分かって相談に行き

やすくなると思う。そのような資料作りやアドバイス機能を持たせてはどうか。市のアドバ

イザー的な部署があっても良いと思う。 

  ● 事務局：市の予算を使って設置するので、実績のデータは必ず計測する。実績・実例の公

表は、機会があれば講演会・講習会等で発表していきたい。 

また、３つの部会には事務局よりそれぞれ１名入りたいと思う。 

  ● 中平委員：人数の振り分けについて、⑶多職種連携研修作業部会の３人は少ないように感

じる。 

  ● 亀田会長：先ほどの協議で⑴連携ルール作業部会は函館市のような大きなものを作る必要

はなくなったので、７名を６名に減らして、⑶多職種連携研修作業部会には普及啓発の作業
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を追加し、３名を４名に増やしてはどうか。 

私は、声を掛けて頂ければどの会にも参加するが、個人的にはかかりつけ連携手帳を作成

し、啓蒙や普及にも携わっていきたいと思っている。皆さんにも参加したい部会の希望を募

り調整後、決定したいと思う。 

  ● 事務局：参加したい部会を希望票に記入して頂き、亀田会長と相談のうえ編成を決定し、

次回の協議会で組織会を行う。来年度のスケジュールは、５月、９月、２月の年３回の予定

で開催する。５月に部会を組織し、各部会で数回協議して頂き、９月の協議会で検討してい

きたい。 

  ● 亀田会長：長い会議となったが、有意義な話し合いだったと思う。次回もよろしくお願い

したい。 

 

２．その他    

≪意見なし≫ 

 


